
 

 

 

学校経営方針 
 

１．はじめに 

 今、私たちは予測困難な時代を生きている。VUCA（ブーカ）という言葉が象徴するように、

私たちを取り巻く社会は「変動性」「不確実性」「複雑性」「曖昧性」に満ち、従来の常識や価

値観が通用しにくくなっている。このような時代において、子どもたちがどんな困難にも柔軟

に対応できる力を身につけることが重要である。したがって、授業では ICTを効果的に活用し、

時代に即した課題解決能力を養うとともに、発達段階に応じた社会的な問題について考える機

会を設け、持続可能な社会の創り手としての資質を育んでいきたい。 

現行の学習指導要領では、社会生活の中から解決すべき課題を見出し、主体的に考え、多様

な立場の者と協働して問題を解決する力が求められている。本校では、この理念を基盤に、子

どもたちが自分の考えを発表し、他者と意見交換を行うような授業や取組を推進する。対話や

発表の場を積極的に取り入れ、思考力、判断力、表現力を育てる。 

本校の学校教育目標である「自分で考え行動し 仲間とともに成長する」を実現するた

めには、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に進めていく必要がある。個々の学びに合わ

せた支援を行い、子どもたちが自分のペースで学ぶことができる環境を整える一方で、グルー

プ活動や共同作業を通じて、他者との協力やコミュニケーション能力を高めていく。これによ

り、子どもたちは自分の力を信じ、他者と協力しながら成長していくことができる。 

すべての子どもが豊かな学びを得られるよう、これからは個別の支援が重要である。障害の

ある子どもや学習に困難を抱える子どもに対しては、専門的な支援を行い、教職員間での共通

理解を深める。また、いじめや不登校などの問題については、未然防止の取組と早期発見を徹

底し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家と連携して支援を行

う。さらに、家庭や地域との連携を強化し、子どもたちが安心して学校生活を送ることができ

るよう支援していく。  

さらには、子どもたちに他者を尊重し、共に生きる力を育むために、人権教育をより充実さ

せ、人権にかかわる問題として「いじめ」に対しての理解を深められるように、自他の権利に

ついて考える取組を系統的かつ組織的に行なっていく。また、文化や価値観の違いを認め合い、

互いに尊重し合う姿勢を育み、ダイバーシティかつグローバルな社会で活躍できる資質・能力

を身につけさせていきたい。 

おわりに、家庭や地域とともに、すべての子どもたちが豊かな人生を送るための「生きる力」

を身につけられるよう、教職員一丸となって教育にあたる所存である。 

 

 

 

 

 



 

 

 

２．グランドデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【めざす子ども像】 

校訓   明るく元気な子 よく考え行動する子 思いやりのある子 

 

【本年度の重点目標】 

学習指導要領に示されている「生きる力」を育む 

・生きて働く知識・技能の習得 

・未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成 

・学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性の涵養 

 

３．具体的方策 

○学校運営体制 

・学校の基本的な教育方針を周知・共有するとともに、責任を明確にした校務処理体制を確立し、校内組

織の活性化を図る。 

・企画委員会等を中心とした学校運営組織を確立し、その機能的運用により諸課題に取り組む。また、関係

諸法令等の趣旨を踏また適正な職員会議を運営する。 

・学校事務の共同実施により、事務職員の人材育成を図り、学校経営への参画意識を高めるとともに学校

事務の適正化・効率化を進める。 

・学校評価について、「学校教育自己診断」の結果等を活用した自己評価を実施するとともに、学校関係

者評価として、協議会形式で学校評議員及び保護者からなる学校運営協議会から提言や評価を受け

る。また、学校評価結果を公表し、「地域とともにある学校づくり」の視点からも、家庭や地域との相互理

解を深める。 

 

○教職員の服務 

・全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行する。 

・児童に対する体罰、セクシュアル・ハラスメントやわいせつ行為は、重大な人権侵害・性暴力であり、断じて

許すことはできないとの認識の下、防止・根絶に向けて組織的に取り組む。 

・職務上知り得た情報に対する守秘義務を遵守させる。また、児童の個人情報を「枚方市立学校情報セキ

ュリティポリシー」に基づいて適正に管理する。 



 

 

 

・教職員の長時間勤務の縮減に向けた取組を推進し、勤務時間管理及び健康管理を徹底する。また、メン

タルヘルスにも留意し、教職員の労働安全衛生における意識を高める。 

・学校運営協議会等で働き方改革の取組について議論する等、保護者、地域と共に考え、連携協働を進め

る。 

・服務上の問題が発生した場合には、事実関係を的確に把握し、速やかに教職員課に報告すること。 教職

員の不祥事防止の徹底を図るため、「不祥事防止ガイドブック」・「不祥事防止に向けたワークシート 

集」等を活用して、教職員が不祥事予防について自ら考える機会を取り入れた校内研修等を実施する。 

・自転車についても、飲酒運転等、道路交通法で違反とされる行為について、法令を遵守する。 

・教職員個人のスマートフォン等の私的な端末で児童等を撮影することのないよう、また、学校所有等の端

末で撮影する場合であっても児童等の画像を管理職の許可なく学校外に持ち出さない。 

 

○学習指導 

・学習指導要領に示されている「知識及び技能の習得」、「思考力、判断力、表現力等の育成」、「学びに向

かう力、人間性等の涵養」が偏りなく実現されるよう、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しな

がら、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行う。 

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、問題発見・解決に挑む資質・能力を育成

する。 

・「そろえる教育」から一人一人の「良さを伸ばす教育」への転換を図り、学びのスタイル（誰と学ぶ、何を

学ぶ、どのように学ぶ）を子ども一人一人が自己選択・自己決定・自己調整できるようにしていく。 

・すべての教科等で、学習の基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見 ・解決能力等を学校全体で

育成する。 

・豊かな人生の実現や、災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応し

て求められる資質・能力を、教科等横断的な視点で育成していけるよう、教育課程の編成を行う。 

・教育目標の実現に向けて、教科等横断的な視点をもちつつ、学年相互の関連を図りながら、教育内容等

を組織的に組み立てる。また、「社会に開かれた教育課程」の観点から、教育課程の基本的な方針につ

いて、家庭や地域とも共有する。 

・「全国学力・学習状況調査」について、児童の実態を把握し、授業改善や個に応じた指導等に生かせるよ

うに取組む。 

・児童の発達段階に応じた学習規律を確立し、徹底を図る。 

・個に応じた学習を推進するため、授業や放課後学習、家庭学習等、一日の学びの連続性に重きを置いた

取組を進める。 

・児童が１人１台端末・ICTを文房具として活用する授業改善を図る。 

・児童が情報手段の基本的な操作の習得に関する学習活動及びプログラミングの体験を通して、論理的

思考を身に付けるための学習活動を各教科等の特質に応じて計画的に行う。 

・総合的な学習の時間を中心に、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通し

て、 子どもたちがよりよく課題を解決し、自己の学びを深めていけるよう、活動内容の充実を図る。 

・答えが一つではない実践的な課題に対して、主体的に解決策を提案し実現する課題解決型学習（ＰＢＬ： 

Project Based Learning) により探究的な学びを充実させ、「実生活・実社会で生きて働く力」や「未

来 を切り拓く力」等を育成する。 

・実社会・実生活の中から問いを見いだし、子ども一人一人が探究のプロセス（①課題の設定→②情報の

収 集→③整理・分析→④まとめ・表現）をふまえた学習活動に取り組むことができるよう工夫すること。

その際、 多様な情報を収集・活用し、個別に追究したり、異なる視点で意見を交流して互いの考えを深

めたりするなど、 主体的・協働的に取り組む学習活動となるよう工夫する。 

・児童が言語や文化に対する理解を深めながら、主体的にコミュニケーションをとろうとする意欲や態度を



 

 

 

育み、英語を使って自分の考えを伝え合うことができるよう、４技能５領域をバランスよく育成する英語教

育を推進する。また、授業において「コミュニケーションを行う目的や場面、状況」の設定を工夫し、英語

で表現し伝え合う力を育成するため、言語活動を充実させることにより、児童・生徒が実際のコミュニケ

ーションにおいて活用できる英語力を身に付けられるようにする。 

・スタートカリキュラムの編成・実施については、幼児教育と小学校教育の円滑なつながりを意識し、入学

当初に生活科を中心とした合科的・関連的な指導や、弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をして

充実していく。 

・学習評価を行うに当たっては、学習指導要領の趣旨を適切に反映し、児童にどのような力が身についた

かを的確にとらえるとともに、指導の改善につなげるため、指導と評価の一体化を充実させる。 

・評価規準や評価方法について、事前に校内で検討するなどして明確にし、児童・生徒や保護者に対し、評

価に関 する仕組みについて事前に説明したり、評価結果について丁寧に説明したりするなど、評価に

関する情報をより 積極的に提供し、児童・生徒や保護者の理解を図る。 

・確かな学力を育むために、課題に正対した根拠に基づくことや育成したい資質・能力を焦点化するなどし

ながら、校内研究（研究内容）を設定し、組織的な取組を一層進める。 

・授業研究の進捗や成果を発信するため、年間に１度以上、外部講師を招聘した公開授業を実施する。 

 

〇読書活動 

・豊かな心を育てるとともに、主体的に問題解決や探究活動に取り組むことによって、言語能力や情報活用

能力等を育成するため、各学校において学校図書館運営方針及び年間計画を策定する。 

・司書教諭・学校司書を中心に、読書活動を推進し、学校全体で各教科等における学習や教科等横断的・

探究的な学習が充実するよう、学校図書館の効果的な活用に積極的に取り組む。 

・児童が読書に親しみ、学び、読書の楽しさを共有できるよう、読書環境の整備と読書活動の推進に 取り

組む。また、、読書習慣と豊かな語彙力を身に付けられるように読書に対する興味・関心を高める工夫を

行う。 

・各学年の学習計画や児童の興味・関心等に応じて、自発的・主体的に読書や学習を行うことができるよう、

学校全体で学校図書館の環境整備を行う。 

・文学作品に加え、自然科学・社会科学関係の書籍や新聞、図鑑等の資料など、目的に応じて児童が選択

し、主体的に読書活動を行えるような工夫を行う。また、新聞については、2紙の配備を行う。 

 

○児童支援（生徒指導） 

・児童の自己指導能力を育成するため、すべての児童への発達支持的生徒指導を推進する。 

・生徒指導主担者が全校指導体制を構築する中心的役割を担い、問題等への組織的対応の要の役割を

果たす。 

・日ごろから子どもの状況を把握し、ささいな変化を組織として見逃さない体制をつくる。 

・いじめ・暴力行為等の問題行動が発生したときは、適切に記録し、組織的な対応を行うとともに、市教育

委員会に報告する。  

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー等、専門家と積極的に連携し、子

どものアセスメントを深める。  

・事案等への対応においては、事実関係を正確に把握した上で、ケース会議を実施するなど方針を決定し、

組織的な対応を行う。  

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー等、専門家との協働による家庭・地

域への働きかけや、子ども家庭センターや警察等の関係諸機関との適切な連携ネットワークの構築に努

める。 

・心の教室相談員、スクールカウンセラー等を活用し、子どもへの教育相談体制を充実させる。 



 

 

 

・児童の発達段階に合わせて、自ら自分の身を守る力や SOS を発信する力を育成するために、スクール

カウンセラー等と協働した「SOS の出し方に関する教育」を実施する。 

・「学校いじめ防止基本方針」に基づき、学校・家庭・地域が連携し、「いじめは絶対に許されない」という

毅然とした姿勢でいじめの未然防止、早期発見・解消に努める。また、アンケート調査を学期に１回実施

し、個人面談等による実態把握に努める。事案の発見・通報等があれば「いじめ防止対策委員会」が中

心となり迅速に対応し、いじめの事実の有無の確認や保護者への報告等を行う。 

・生起したいじめに対しては事実を正確に把握した上で、迅速かつ適切に対応するとともに、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー等の専門家との協働に努め、解決が図れるよ

うにする。 

・体罰の根絶については、日々の実践を再点検し、正しい児童理解と信頼関係に基づく指導を行うため、

「枚方市生徒指導マニュアル（体罰防止編）」を活用して教職員全体の共通認識を深める。 

・不登校児童への対応にあたっては、不登校未然防止の観点から、日頃より学校・家庭・地域等が連携す

ることの意義について広く周知するため、学校における不登校児童への対応方針を学校ブログに掲載

するなどし、すべての児童が安心して過ごせるよう、魅力ある学校づくりを推進する。 

・児童虐待の防止にあたっては、児童が相談しやすい体制を構築するとともに、児童や保護者の状況把握

と、未然防止、早期発見・早期対応に努める。また、スクールソーシャルワーカー等の専門家や関係機関

と連携して進める。 

・職員の児童虐待への認識を深めるとともに虐待を発見した場合やその疑いがある場合には、子ども家庭

センターや枚方市のまるっとこどもセンターへ通告し、教育委員会に報告する。 

・児童の携帯電話等の学校への持ち込みについては原則禁止とし、携帯電話等の危険性を認識させ、自

ら対処できる力を育成する。 

・学校薬剤師や警察官等の専門家による薬物乱用防止教室を年１回開催する。 

・問題行動が発生した時は、事実関係を正確に把握し、適切な初期対応に努め、ケース会議を実施するな

ど組織的な対応を行う。 

・枚方市小・中学校生徒指導連絡会等を活用するなど、９年間を見通して、小学校間及び小中学校間にお

いて連携を図り、情報の共有と指導の充実に努める。 

・１学期中のできるだけ早くに、家庭と繋がる取組を実施する。 

 

○キャリア教育・進路指導 

・９年間を見通して、児童が「学ぶこと、生きること」について、自ら目標を持ち、自ら考え、自己実現を図って

いくとともに、将来社会人として自立し、より良い社会を創っていくことができる能力や態度を身に付けら

れるようキャリア教育全体計画を立案し、指導・支援する。 

・小学校においては、希望と安心をもって中学校に進学できるよう小中学校が連携し、児童・保護者に中学

校の情報を提供するよう努める。 

 

○道徳教育 

・道徳科の授業において、児童が道徳的価値を自分事とし、多面的・多角的に考えたり、議論したりするこ

とにより、自己の生き方について考えを深められるよう、指導の工夫に努める。 

・評価については、児童の道徳性に係る成長の様子を認め、励ます記述式による個人内評価とする。 

 

○人権教育 

・人権尊重の精神に立った学校づくりを進め、すべての児童の自立、自己実現、豊かな人間関係づくりを図

る。 

・児童の自尊意識を育み、文化の違いを互いに尊重し共に生きる力を育む教育を推進する。 



 

 

 

・人権侵害事象等が生じた際には、教育委員会へ報告するとともに、関係機関等と連携を図り、速やかに

組織的に対応する。 

・ハラスメントに関しては、相談窓口の機能を充実し、市教育委員会の「学校園におけるセクシュアル・ハラ

スメント防止指針」等の趣旨の徹底を図る。 

 

〇平和教育 

・平和教育の指導にあたっては、生命の尊さ、戦争の惨禍、平和の尊さについて、適切に指導するとともに、

国際社会の実態を踏まえて基本的事実をとらえる力を育て、平和と安全の確保について児童に主体的

に考えさせるよう努め、国際社会に貢献できる資質と態度を身に付けられるよう、平和教育を推進する。 

 

○体力づくり・健康教育 

・児童の体力状況を正確に把握・分析した上で、体力向上推進計画を作成し、学校の教育活動全体で効

果的に取り組むとともに、家庭と連携して児童の運動習慣を育むなど、体力向上の取組を推進する。 

・体育活動中の事故防止対策について、施設や用具等の安全点検を行い、児童に対し、安全のためのル

ールや決まりを順守するよう指導の徹底を図る。 

・学校保健委員会を開催し、家庭･地域･主治医･学校医･保健医療機関と連携を図りながら、児童自らが

健康を保持増進できる資質や能力を育成することができるよう指導する。 

・衛生管理の徹底を図り、感染症・食中毒の予防に努める。特に感染症については、児童に対し、手洗い・う

がい・咳エチケット等の感染防止対策を励行し、また正しい知識といじめ等人権に配慮した指導を行う。 

・学校生活における健康管理に配慮し、特に熱中症には十分な対策をとる。 

・ＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法を実施できる体制を整える。 

・アレルギー疾患を持つ児童については、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」や「アレ

ルギー疾患対応の学校生活管理指導表」とともに「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」や

「学校におけるアレルギー疾患対応の手引き」を必要に応じて活用し、安心して学校生活をおくることが

できるように努める。特にアナフィラキシーショック症状への対応については、万一の場合を想定した職

員のエピペン研修を給食が始まる 4月当初に実施する。 

・食に関する指導を教育課程に位置づけ、全体計画を作成し、望ましい食習慣の形成を図る。また、学校教

育自己診断を活用して食育を評価し、食育の推進体制や指導内容の改善を図る。 

 

○特別活動・その他の教育活動 

・児童会活動においては、児童が集団や社会の一員としての所属感・役割意識・責任感を体得できるよう

努めるとともに、異年齢集団の育成を図る。 

・学校行事においては、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感、連帯感を深め、学校生活の充実

と発展に資するために、文化や芸術に親しんだりするような活動やボランティア活動、自然体験活動等、

体験的な活動を行う。 

・儀式的行事（学校行事）においては、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、新しい生活の展開への動機付けと

なるような活動を行う。また、入学式や卒業式などにおいては、学習指導要領に基づき、国旗を掲揚する

とともに、国歌を斉唱するよう指導する。 

 

○安全・防災 

・学校安全活動について、全ての教職員が役割を分担するとともに、中核となる学校安全担当者を明確に

し、学校安全の推進体制の整備の充実に努める。 

・実効性のある危機管理マニュアルとなるよう点検・見直しを行い、日頃から教職員の連絡・参集・配備体

制について周知徹底し、災害に備えた危機管理体制を確立する。 



 

 

 

・児童の発達段階に合わせて、自ら危険を回避する力を育成する安全教育の充実を図る。 

・児童が生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培い、自らの命を守り抜くための「主体的に行動する態

度」を育成するため、防犯教育及び防災教育の充実に努める。 

・安全な学校環境を保持するため、常日頃から施設や設備などの異常がないかを確認するとともに、定期

的に安全点検を実施し、事故の防止に努める。 

・保護者や地域の関係団体等の協力を得て、地域と一体になった安全確保の取組を推進する。特に、登下

校時における子どもの安全確保について、地域学校安全ボランティアや子どもの安全見守り隊等と連携

するなど、協力体制を構築する。 

・自転車利用者や歩行者としての交通ルールや、自転車の正しい乗り方などのマナーを学ぶ交通安全教

室を、関係機関と連携して実施する。また、保護者に対し、家庭における安全意識の向上を積極的に呼

びかけるなど、効果的な啓発を行う。 

 

○支援教育 

・共生社会の実現をめざし、障害者に対する無理解や偏見等を取り除き、障害者の人権が尊重される教育

を推進する。 

・障害の有無に関わらず、すべての子どもが、日常的な関わりの中で、お互いについての理解を深め、一人

一人を尊重し、違いを認め合う態度を育む集団づくりを、学校全体で進める。 

・障害のある児童の保護者の意向を受け止め、合意形成を図り、合理的配慮の観点を踏まえた支援教育

に取り組む。 

・支援学級に在籍及び通級による指導を受ける児童の指導にあたっては、個別の教育支援計画及び個別

の指導計画の作成・活用をし、個に応じた指導を充実させる。 

・通常の学級に在籍する発達障害のある児童の指導にあたっては、個別の教育支援計画及び個別の指導

計画の作成・活用に努め、個に応じた指導を充実させる。 

・校内組織体制を整備して、支援教育の理解と啓発を推進し、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ

た取組を進めるとともに、集団づくりの一層の充実等、人権が尊重された教育の推進に努める。 

・障害のある児童の指導にあたっては、人権教育や生徒指導の観点を踏まえ、支援教育コーディネーター

を中心とした校内委員会の適切な運営を行い、支援学級担任と通常の学級担任が連携するなど、全校

的な支援体制のもとに教育活動を推進する。 

・適切な支援を引き継いでいくことができるよう、幼稚園・保育所等、就学前施設及び医療・福祉・保健・労

働等の関係機関との連携を深めるとともに、合理的配慮の観点を踏まえ、一人一人の障害の状況を把

握し、就学前からの切れ目ない支援体制の構築に努める。 

・医療的ケアが必要な児童及び基礎疾患がある児童、重症化リスクの高い児童に対しては、主治医、学校

園医及び家庭との連絡をより一層進め、安全・安心に学校生活を送れるように適切な対応に努める。 

 

○研修・人材育成 

・校内研究・校内研修は、各学校の課題や実態を踏まえ、学力向上推進担当者研修等の校外研修の内容

を積極的に活用し、授業改善のための授業研究を中心に、組織的・計画的且つ、年間を通じて継続的に

実施する。 

・初任期教職員の育成に当たっては、初任期教職員指導コーディネーターを中心に、日常的なＯＪＴによる

実践的な研修を組織的・継続的に推進する。 

・学習指導要領の趣旨や内容等の理解を図る研究・研修を実施し、教材研究や授業づくり等の授業改善

の取組を組織的に進める。 

・児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、「Hirakata 授業スタンダード」に基づいた授業改善

を組織的・計画的に進め、学校全体で研究授業・研修の充実を図る。 



 

 

 

・評価・育成システムを活用して、教職員の意欲・資質能力の向上と学校の活性化を図る。 

・市教育委員会が示す「キャリアステージに応じて求められる資質・能力」及び、府教育委員会が示す「ＯＳ

ＡＫＡ教職スタンダード」「ＯＳＡＫＡ小・中学校事務職員スタンダード」等に基づき、社会の変化に対応で

きる「学び続ける」教職員の組織的・継続的な育成に努める。 

・研修の受講については、「研修等に関する記録」を活用して、教職生涯を通じて探究心を持ちつつ主体的

に学び続けることができるように努める。 

 

〇教育環境 

・施設の状況を日常的に点検し、異常箇所や危険箇所等の早期発見に努め、工事や修繕を要する状況で

あれば、必要に応じて工事の要望等を行う。 

・様々な理由で学校に登校できない児童の学びを止めないために、ICT を効果的に活用した取組を積極

的に行う。 

・１人１台端末の活用にあたっては、「いつでも・どこでも・つながる」セルラー通信の利点を十分に活用し、

屋外（運動場や校庭等）や校外学習等で、児童がクラウドを活用して他者参照や共同編集により、深い

学びにつながる取組を行う。  

・ＩＣＴを使用して、個人情報や情報資産を適切に取り扱うにあたっては、教職員一人一人が「枚方市立学

校情報セキュリティポリシー」及び「学校情報セキュリティ対策基準等運用マニュアル」に沿った情報リ

テラシーを身に付け、活用する。 

・ＩＣＴを活用することで、通知表や指導要録等の事務処理を軽減するとともに、より効果的な学校運営等に

向けての見直しや、教職員の働き方改革への取組を推進する。 

・ICT 機器の管理、運用について、校内情報セキュリティ責任者の責任の下、校内情報セキュリティ管理者

や校内情報セキュリティ担当者などが中心となり、ＩＣＴ支援員と協力して組織的に進める。 

 

○学校･家庭･地域の連携 

・保護者や地域住民等との信頼関係を築きながら、学校の組織としての在り方の見直しや業務の改善を

進めることで、「チーム学校」としての機能を果たせるようにする。 

・教育計画や学校の抱える課題について、積極的に情報の公表に努め、説明責任を果たす。 

・｢学校教育自己診断｣等を活用して、家庭や地域との相互理解を推進する｡ 

・学校ブログ等を活用し、教育活動に関する情報を保護者や地域へ積極的に提供する｡ 

・学校運営協議会等既存組織の活性化に努め、「地域とともにある学校づくり」をより一層推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

基本方策 重点項目 
具体的な取組内容 

本年度の重点的な取組 取組指標 評価指標（目標） 

確かな学力

と自立の力

を育む教育

の充実（学

力向上プラ

ンと連動） 

主体的に学ぶ 

〇自分で考える力・自分

から行動できる力を育

む。 

・子どもたちが自ら課題設定し、自分にあった

方法で、学習に主体的に取り組めるように、家

庭学習計画シートを活用した取り組みを毎学

期末に実施する。 

・学校行事や学級活動の中で子どもたちが自

己選択・自己決定できる場面を設ける。 

児童アンケートの「自分で考えたり自分から

行動したりすることができた」の項目におけ

る肯定的な回答の割合が８０％以上 

学校教育自己診断（児童）「授業では、学び

方を自分で選ぶことがある。」…肯定的回答

R７ 75.2％ → UP 

協働的に学ぶ 

〇めあてに向かって友

達と学び合うことができ

る力を育む。 

・自分と異なる考え方を持つ人を尊重し、認め

合いながら協力して取組むことができるような

協働探究や協働制作の活動を様々な教科にお

いて設定する。 

・交流の時間をより確保するとともに、協働的な

学びの質を向上させるためにタブレットを活用

し、様々な考えを交流して学びを深める。 

児童アンケートの「めあてに向かって友達と

学び合うことができた」の肯定的な回答の割

合が全体の８０％以上 

安心して学ぶ 

〇学習規律・学習環境

を整える。 

学習の決まり（藤阪小学習スタンダード）を配

布し、授業で大切にすることを学校で統一する

とともに、教室環境の整備を徹底することで、落

ち着いて学習に向かうことができるようにする。 

１学期にふじラボで全学級の教室巡りを実施

し、教師間で学習環境づくりについて学び合う

場を設ける。 

児童アンケートの「あなたの学級は、落ち着

いて学習に取り組めている」に肯定的な回

答をした児童の割合９0％以上 

豊かな心と

健やかな体

を育む教育

の充実（体

力向上プラ

ン・道徳教

育全体計画

等と連動） 

豊かな 

心の育成 

○豊かな心の育成を目

指し、子どもたち一人ひ

とりの自立・自己実現・

豊かな人間関係づくり

を図る。 

○学期に１回程度、児童が相手の話を聞き、人

間性を受け止める活動に取り組む。 

○学期に１回程度、学級経営についての研修

を実施し、仲間づくりについて指導力の向上を

図る。 

○アンケート「友だちの気持ちを理解してあ

げたいと思うことはありますか」に肯定的回

答をした児童の割合80％以上 

自己有用感の

向上 

〇子どもたちが主体的

に決定する機会を増や

し、自己有用感を向上さ

せる。 

〇「認め合う」という取

組を行い、自己有用感

を高める。 

○学期に１回程度、対話の機会を設定し、お互

いに良さを見つけ合ったり、自分の思いを表現

したりする活動に取り組む。 

〇PBSの取組を学校全体で行う。 

○子どもたちが主体的に、自らの興味・関心、

自分にあった方法、問い・学習過程・学習形態・

協働、課題の難易度等を自己決定する場面を

１単元あたり１回以上設定する。 

〇アンケート「自分にはよいところがあると思

いますか」に肯定的回答をした児童の割合

80％以上 

○アンケート「自分の気持ちを言葉で表現

できてよかったと思うことはありますか」に肯

定的回答をした児童の割合８０％以上 

人権教育の 

充実 

〇一人ひとりの個性を

認め、支え合う子どもを

育てる。 

〇多文化の理解を深

め、互いを分かり合える

子どもを育てる。 

・年間に２回人権全体会、１回校内人権研修を

開催する。 

・全職員が共通理解・共通認識を持つために、

月１回、児童の実態を交流する。 

・子どもたちが、互いの個性を認め、支え合える

よう、授業等を行う。  

・人権全体会、校内人権研修を実施し、教職

員の知識と、指導力を向上させる。 

・アンケート「互いの個性を認め、友だちと支

え合い、学校生活を過ごしている。」に肯定的

回答をした児童の割合８０％以上。 

体力の向上 

子ども達の体力の向上

を目指すためには、児

童自らが積極的に運動

に親しむ資質や能力を

はぐくむことが重要であ

るため、運動やスポーツ

が「楽しい・好き」という

子どもを増やし、運動習

慣を確立させることで

体力向上を図る。 

・全学年を対象に、体育の授業の際に各単元、

各種目の運動に適した予備運動を行う。 

・５年生を対象にスポーツテストを行う。 

・運動会の団体競技の種目を児童が自主的に

選択できるようにすることで積極的に運動に親

しめる環境を整える。  

アンケートの「体を動かすことが、楽しいと思

う」で強い肯定的な回答をした児童の割合

70％以上  

食育の推進 

食の知識を高めバラン

スよく食べて健康な体

をつくることをねらいと

した食育を推進する。 

学校給食、各教科や総合的な学習の時間、特

別活動など教育活動全体を通して、食に関する

指導の目標に沿った指導していく。 

学校教育自己診断の児童向け「授業や給食

で、食の重要性を学んでいる」 に肯定的回

答をした児童の割合８５％以上                           

R８ 学校評価  取組内容・目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の資

質と指導力

の向上（業

務改善を含

む） 

 

 

  

服務規律の 

徹底 

服務規律の徹底につい

て、都度、不祥事例を取

り上げたミニ研修を実

施し、全教職員の意識

改革を推進する。 

府の報道資料やメディアでの不祥事案を職員

会議やTeamsで日常的に周知・紹介し、不祥

事への意識の高揚を図る。 

職場の信頼関係の構築に努め、一人で悩まな

い、抱え込まない職場づくりを醸成する。  

数値目標：不祥事ゼロ 

学校教育自己診断「教職員間に信頼関係が

ある。」の肯定的回答R７：79.2％→UP 

働きがいを感

じる環境づくり 

（質的改善） 

教員業務支援員とICT

及びAIの活用。 

 採点補助、掲示物作

成、印刷等の業務を支

援員へ積極的に移行す

る。また、生成AIの活用

により、校務負担を減ら

す。 

全教職員が採点補助や文書作成等の校務を

支援員に積極的に分担する。また、生成 AI の

活用により授業アイデアや文章作成等の業務

時間を短縮し、指導スキルの向上に努める。 

【メンタルヘルス向上】 

・ストレスチェックの受検率９割以上。 

 

【ワークエンゲージメント向上】※学校教育

自己診断 

「働き方改革を進めることで、意欲的に働き、

自分の能力を高めることができた。」の肯定

的回答 R７：58.3％→UP 

校内研究・ 

研修の充実 

それぞれの教員が受け

た研修を個人だけのも

のにするのではなく、全

員に広め、学び成長し

ていける職員集団にな

る。 

各教員が、それぞれ受けた研修内容のうち、活

用できそうな内容をふじラボや Teams等を活

用して共有する。 

教員全員の指導力向上。 

学校教育自己診断の教職員向け「校内研修

で学んだことは、授業づくりに生かされてい

る」肯定的回答の割合80％以上 

学びを支え

る教育環境

の充実 

安心・安全な

教育環境 

○清潔で落ち着いた教

育環境を確保・維持す

る。 

○校内の掲示物等や各

教室の整理整頓を行

い、教育環境を整備す

る。 

○児童が自らの安全を

守る力を育てることが

できる避難訓練等を計

画的、継続的に行う。 

○安全・環境教育担当者が、日常の清掃活動

の徹底や美化委員会等の活動を活性化させ

る。 

○教職員が月１回以上、校舎や各施設、設備を

定期的に点検し、学校の安全性向上を図る。 

○教職員と全児童が、様々な災害や緊急事態

を想定した避難訓練を、学期に１回以上は行

い、非常災害時の対応力を向上させる。 

アンケートの「災害が起きたときや緊急事態

が起こったときに自分がどのように行動すれ

ばよいか考えることができる」に肯定的回答

をした児童の割合80％以上 

学びのセー

フティネット

の構築 

いじめ等に対

する組織的な

取組 

○学級活動を通して心

の教育に取り組むこと

で、児童間の理解と関

係性を深め、児童が円

滑に他者とコミュニケー

ションを図る能力を育

む。 

○いじめ行為に及んだ

児童の原因・背景を把

握し、指導に当たり、再

発防止に努める。 

○スクールソーシャルワーカーやスクールカウ

ンセラーを活用して児童対象にストレスマネジ

メント等のワークショップを実施する。 

○学期に１回程度、児童自身が「みんなが楽し

く仲良く学校生活を送る」ための方法を主体的

に考える取り組みを実施し、いじめの未然防止

を図る。 

○7 月・12 月・2 月に「いじめに関するアンケ

ート」を行う。 

〇学校の諸課題の早期発見、早期解決につな

がる組織体制を確立させ、チームで迅速かつ

スムーズに諸課題の改善、解決を行う。また、

SSW・SC・心の相談員の専門職の連携・活用

をマネジメントし、未然防止につなげる。 

・アンケートの「学校の生活で、自分が思った

ことや考えたことを友だちや先生に話せる」

に肯定的な回答をした児童の割合８０％以上 

・アンケートの「こまったときに相談をしたら、

先生は丁寧に話を聞いてくれる」に肯定的な

回答をした児童の割合８０％以上 

・アンケートの「いじめは絶対にしてはいけな

いと思う」に肯定的な回答をした児童の割合

９０％以上 

・教職員アンケート「いじめ等の問題行動が

生じたとき、組織的に対応できる体制が整っ

ている」…肯定的回答９０％以上（昨年の目

標８５％） 

家庭・学校・

地域の連携 

情報発信によ

る開かれた学

校の実現 

学校の教育方針や日頃

の子どもたちの教育活

動の様子をブログ等で

情報発信することにより

開かれた学校を実現す

る。 

学校の教育方針や児童の教育活動の様子を

ブログ等で１日１回を目安とした情報発信を行

い、開かれた学校づくりを行う。 

・授業アンケート・学校教育自己診断を年１回 

・学校運営協議会年４回（２回は授業観察） 

学校教育自己診断（保護者）「学校は、学校

ブログや学校通信を通じて、学校の取組や

子どもの様子を積極的に発信している。」の

質問項目・・・肯定的回答９０％以上 


